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美しいまちづくり条例 10月1日施行 
　安全で快適な環境を保ち、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とした『笠松美しいまちづ
くり条例』が10月１日から施行されます。（広報７月号で既報）　 
　次のような行為は禁止となり、処分を受けることがあります。 


